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厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業） 

分担研究報告書 1 

 

レセプト情報・特定健診等情報データベースを利用した医療需要の把握・整理・予測分析

および超高速レセプトビックデータ解析基盤の整備 

 

研究代表者 満武 巨裕 

一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構、副部長 

 

研究要旨   

本研究の目的は、申請者がこれまで構築してきた超高速レセプトビッグデータ解析基盤

を更に発展させることにより、レセプト情報・特定健診等情報データベース（以下、NDB）

の全データ（年間370億レコード）及び保険者から申請者らが収集した75万人規模の医療・

介護データを利用して、全都道府県・市町村の精緻な医療・介護費支出の目標設定、財源

調整施策としてのリスク構造調整方式の導入、全国民に対する新基準の1次・2次・3次予

防群の設定が可能であることを明らかにすることである。こうしたプロセスを経て、現実

のデータの変遷に合わせた予測が可能なヘルスケアビッグデータサービスを構築する。 

 本研究では第一に、地域（都道府県・市町村）や保険者ごとの性別・年齢別・疾患別医

療費および罹患率を把握し、都道府県・全保険者の医療・介護支出目標を精密に設定する

推計方法を開発し、増大する国民医療費の適正化対策としての施策導入を目指す。また、

国民（被保険者）の健康状態・罹患状況に関して、電子レセプトデータの傷病名・診療行

為・医薬品情報、介護認定・給付情報、特定健診等情報を利用してエピソード単位で把握

する方法論を開発する。 

第二に、集計したパラメーターを活用し、保険者の加入者（被保険者）の各種リスク状

態を数値化し、予測モデルを構築する。特に、保険者の財政調整に関してエビデンスに基

づくリスク構造調整方式が導入可能であることを明らかにする。また、複数年データを活

用して時間経過に伴い新たに作成したデータ項目と医療・介護供給体制の情報とリンクさ

せて、需要および供給体制のパラメーターを変化させたシミュレーションを行なう。こう

したプロセスを経て、現実のデータの変遷に合わせた予測が可能な先進的なヘルスケアビ

ッグデータサービスを実現する。 

第三に、特定健診・特定保健指導および電子レセプトに基づく、新たな特定健診・特

定保健指導の評価指標の作成、特定保健指導の対象群や医療機関との連携を促進する群

等の 1次・2 次・3次予防群の設定が可能であることを明らかにする。 

本年度は、採択額及び研究期間を考慮し、研究内容を重点化した。データソースは、

NDB データ（2009-2014 年度）を入手するため、レセプト情報等の提供に関する有識者

会議・審議分科会(7/31)において審査、2/3 に承諾を得た。また、三重県の全国保(29 市町)
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と後期高齢者から約 75 万人規模の NDB と同等のデータに加えて、現在の NDB には蓄

積されていない、被保険者マスタ、特定健康診査・特定保健指導の対象者ファイル、介

護受給者ファイル、介護給付（費）ファイルを収集した。ビッグデータ解析基盤への新

投資は不可能であったが、本邦発のテイル集団への詳細分析を実施し、データ解析基盤

の整備として BI ツールを作成した。分析対象疾患についても、糖尿病、慢性腎臓病につ

いて限定して分析を行った。医療と介護連携については、三重県の全国保と後期高齢者

を対象に、医療および介護レセプト情報を連結して分析を行った。医療費支出目標の推

計とリスク構造調整については、概念整理と分析手法の検討にとどめて、データの解析

は次年度以降とした。 

今後も引き続き、最先端のビッグデータ基盤と最先端の医療政策・経済等研究を連携

させ、研究者、厚生労働省、地域医師会、地方自治体、保険者らステークスホルダーが

データや BI ツールを使い論文化・実態把握・政策提言を行い技術的にも社会的にもメリ

ットが得られるようにする。また、現在の関係者以外にも一定の認識が共有され、諸課

題の解決に向けた社会的な合意を形成するための基盤づくりについても検討を続ける。 

 

分担研究者  

辻 哲夫・医療経済研究機構・副所長 

喜連川 優・東京大学生産技術研究所・教

授 

合田 和生・東京大学生産技術研究所・特

任准教授 

伏見 清秀・東京医科歯科大学医療政策学・

教授 

辻 一郎・東北大学大学院医学系研究科・

教授 

藤森 研司・東北大学大学院・医学系研究

科・教授 

興梠 貴英・自治医科大学・企画経営部医

療情報部・准教授 

中島 直樹・九州大学病院メディカルイン

フォメーションセンター・教授 

石川ベンジャミン光一・国立がん研究ｾﾝﾀｰ

がん対策情報ｾﾝﾀｰがん統計研究部・室長 

飯島 勝矢・東京大学高齢社会総合研究機

構・准教授 

吉江 悟・東京大学医学部在宅医療学拠点・

特任研究員 

関本 美穂・大阪府済生会吹田病院麻酔

科・医長 

印南 一路・慶應義塾大学総合政策学部・

教授 

高橋 邦彦・名古屋大学大学院医学系研究

科・准教授 

奥村 泰之・医療経済研究機構・主任研究

員 

清水沙友里・医療経済研究機構・主任研究

員 

 

A. 研究目的 

医療分野でのビッグデータの一つに、

2009 年度から日本の全患者の保険診療情

報を蓄積している国家規模のデータベー

スがある。これはレセプト情報・特定健診

等データベース（以下 NDB）と呼ばれ、こ

のデータを分析し医療政策に利用するこ

とが医療の質の改善や医療費適正化の切

り札となることが期待されている。 
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 医療費の適正化を目的として、これま

で幾多の医療制度改革が行われてきた。例

えば 2008 年度には、特定健康診査・特定

保健指導（メタボ健診）や後期高齢者医療

制度が導入された。メタボ健診は生活習慣

病の一次予防により将来的な医療費を削

減する目的で導入されたが、これが本当に

生活習慣病を予防し、医療費を削減する効

果を持つのかに関するエビデンスは未だ

示されていない。 

エビデンスを示すことが困難であった

原因の一つは、これまで診療の実態や診療

行為のアウトカム、医療のコストなどを包

括的に分析するための国家規模のデータ

が存在しなかったことである。レセプト情

報は保険者に関わりなく同じフォーマッ

トで作成されるため、この目的にかなうデ

ータとして有望視されてきたが、全国規模

のデータを集めるシステムが長らく存在

しなかったため、その分析は一部の研究者

や研究機関による狭いテーマに限定され

てきた。NDB には、全医療機関で提供され

た医療をカバーするレセプト情報、特定健

診情報が収載され、2013 年度の社会保障

制度改革国民会議の報告書（内閣官房）に

おいてもでは「国が保有するレセプト等デ

ータの利活用の促進にも不可欠である」と

大きな期待が寄せられている。 

また、今後の超高齢社会に向けて目指す

べき地域包括ケアシステム構築の中で鍵

となる在宅医療についても、現状ではその

診療実態はほとんど明らかにされておら

ず、大きな課題となっている。在宅医療の

質を定義する難しさの 1つには、その対象

となる患者において認知症や終末期など

自律的判断を行えない状態にある者が多

く、また治癒を目標に据えられない慢性期

医療独特の特徴があることから、診療の評

価軸を一律に設定しにくいという点など

があげられるが、現状はそれ以前に、どの

ような疾患・状態にある患者にどのような

在宅医療が提供されているかといった実

態さえ明らかにされていない。ビッグデー

タを活用してまずは実態を確認し、特定の

保険者の健診・医療・介護データから在宅

医療のエビデンス・パフォーマンスを集積

していく端緒を開くことが必要かつ最も

効率的である。 

本研究では第一に、地域（都道府県・市

町村）や保険者ごとの性別・年齢別・疾患

別医療費および罹患率を把握し、都道府

県・全保険者の医療・介護支出目標を精密

に設定する推計方法を開発し、増大する国

民医療費の適正化対策としての施策導入

を目指す。また、国民（被保険者）の健康

状態・罹患状況に関して、電子レセプトデ

ータの傷病名・診療行為・医薬品情報、介

護認定・給付情報、特定健診等情報を利用

してエピソード単位で把握する方法論を

開発する。 

第二に、集計したパラメーターを活用し、

保険者の加入者（被保険者）の各種リスク

状態を数値化し、予測モデルを構築する。

特に、保険者の財政調整に関してエビデン

スに基づくリスク構造調整方式が導入可

能であることを明らかにする。また、複数

年データを活用して時間経過に伴い新た

に作成したデータ項目と医療・介護供給体

制の情報とリンクさせて、需要および供給

体制のパラメーターを変化させたシミュ

レーションを行なう。こうしたプロセスを

経て、現実のデータの変遷に合わせた予測
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が可能な先進的なヘルスケアビッグデー

タサービスを実現する。 

第三に、特定健診データやレセプト情報

を活用した後期高齢者の支援金の加算・減

算の評価は、当初の計画を実行できなかっ

た。したがって、特定健診・特定保健指導

の評価指標や参酌標準は、保険者の保健活

動を評価し、且つ医療費適正化のインセン

ティブを有するものに再検討する必要が

ある。そこで、NDB レセプト情報と特定健

診データを活用した新しい 1 次・2 次・3

次予防群の確立、保険者のレセプト情報と

介護レセプトを活用し訪問診療をはじめ

とする在宅医療の実態を明らかにすると

ともに、疾病予防・医療・介護の連携の実

態把握を行う。 

 

B．研究方法 

本研究では、1.NDB の全データ、2.三重

県下の全国民健康保険および後期高齢者

の医療・介護・健康データ（75万人規模）

を利用する。 

NDBからは2008年度から2014年度迄の

全データを取得する。（2010 年度の全 NDB

データ(電子レセプト：約 15 億件、特定健

診等データ約 2000 万件)は取得済み）。 

三重県の全市町村（国民健康保険）と後

期高齢者医療広域連合 2008-203 年度のデ

ータも収集する。 

保険者からは、NDB と同等のデータに加

えて、現在の NDB には蓄積されていない、

被保険者マスタ、特定健康診査・特定保健

指導の対象者ファイル、介護受給者ファイ

ル、介護給付（費）ファイルを収集する。

被保険者マスタには、全加入者の基本的属

性（性別・年齢）に加え、保険加入日、保

険資格喪失日などが含まれ、分析対象群を

設定するための必要なファイルである。 

特定健康診査・特定保健指導の対象者フ

ァイル（国保システム・特定健診結果等情

報作成抽出（受診券情報）ファイル）は、

健診の未受診者の基本的属性が含まれる。

加えて、特定健診受診者ＣＳＶファイル、

特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情

報（横展開））ファイル、特定健診結果等

情報作成抽出（保健指導情報）ファイルを

入手する。 

介護保険については、介護受給者ファイ

ル（医療費の被保険者マスタに相当）に認

定審査結果情報等がふくまれる。介護給付

費ファイルは、レセプトに相当する。 

使用するデータで示したように、本研究

で対象とするデータは膨大であり、従来的

なデータの扱い方では十分な分析が出来

ない。そのためビッグデータ解析基盤を構

築する必要がある。既に内閣府 First およ

び厚生労働科学研究費補助金において基

礎的な基盤を構築しているが、本研究では

データがさらに増加するため、ビッグデー

タ解析基盤の増強を行う。 

次に、分析の質を高めるためには原デー

タの質を高める必要がある。一人の患者に

関わるレセプトが国内約 18 万の医療施設

（病院約 8500、診療所約 10 万、歯科診療

所約 7万）および調剤薬局（約 5.5 万）か

ら発生するため、それらの間の紐づけ付け

がうまくいかないことがあることが知ら

れている。本研究においては NDB と直接保

険者から入手したデータを比較すること

等を通じて問題点を洗い出し、解決策を提

示する。さらにビッグデータ解析基盤を用

いてこれまでより大幅に迅速な基礎統計
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値を産出する体制を整える。 

上記の基盤構築、データ検証を行った後

に、レセプトデータを分析することで以下

に取り組む。 

・ビッグデータ解析基盤の増強 

・全 NDB データの検証と質向上 

・基礎統計 

・多次元分析 

・都道府県・二次医療圏・市町村別分析 

・調整医療費の推計と地域毎医療支出目

標額の設定 

・日本版リスク構造調整方式の確立と財

源調整施策の導入の試算 

・1 次・2 次・3 次予防および予防・医

療・介護の連携の実態把握 

・研究者用データ提供に向けた検討と実

装 

 

C．研究結果 

採択額及び研究期間を考慮し、研究内容

を重点化した。 

三重県の全国民健康保険（29 市町）と

後期高齢者医療広域連合（75 歳以上）の

最新の医療データ（電子レセプト）・特定

健診データ、介護データはの収集が完了し

た。 

ビッグデータ解析基盤への新投資はし

ないで、セキュリティ環境・ソフトウェア

開発、保険者データ（三重）の格納を行っ

た。 

基礎統計については、可視化ツールを作

成し、ビッグデータシステムに実装した。

保険者データについても作成し、以後更新

を重ねる予定である。 

今後、多次元分析についても同様に進め

る予定である。連携学会は、日本腎臓学会、

日本糖尿病学会の二つに限定した。すでに

定義体の第一バージョンは作成し、保険者

のデータを利用して集計を開始した。 

都道府県・二次医療圏・市町村別分析、

調整医療費の推計と地域毎医療支出目標

額の設定、日本版リスク構造調整方式の確

立と財源調整施策の導入の試算について

は、検討会の開催のみとして概念整理と分

析手法の検討にとどめ、データの解析は次

年度以降実施することとした。 

1 次・2次・3次予防および予防・医療・

介護の連携の実態把握は、三重県の国保と

後期高齢者をフィールドに医療および介

護レセプト情報を連結し、連携の実態把握

を行った。 

研究者用データ提供に向けた検討と実

装は、1件の提供を行った。現在、2件目

に着手している。 

 

D．考察 

我々は、最終的な研究成果の政策への反

映方法として以下の 4つを設定した。 

1) 次世代 NDB データ構築と分析による

医療費適正化 

独自に収集した保険者データと NDB デ

ータの突合検証を行うことで、検証、本知

見に基づく次世代システム構築への提言

を行う。計画通り、検証を実行している。 

2) 診療エビデンスの明確化と治療方法

の標準化 

医学会連携することで、初年度は 2疾患

の診療実態と地域差を明らかにし、患者に

対する適切な医療の提供、評価指標の作成

を行っている。 

3) 在宅医療（訪問看護等を含）と介護

サービスの連携強化 
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在宅の医療・介護の給付実態について、

地域ごとの特性分析等を実施。将来、NDB

データに介護保険データを含めた次世代

システムプロトタイプ構築による、効率的

な医療費・介護費の総合的な適正化につな

げる。 

4) 医療費支出目標の推計、リスク構造

調整の検討として、今後の医療保険制度の

在り方に関する検討に寄与する。 

今回、研究の採択額及び研究期間を考慮

し、研究内容を重点化した。当初の予定と

は異なり、データ収集等について想定以上

に時間を要した。だが我々は、保険者から

独自に収取したデータ（三重県 75 万人規

模）を最初に分析、知見を得た上で、次に

全日本の NDB データを分析している。これ

により抽出時間、処理時間などの見積もり

ができ、分析の効率化が実現できていると

思われる。 

大規模データ研究の標準化や教育の充

実、人材育成については、医師、医療政策

研究者、医療情報研究者達からなる我が班

の利用経験に加えて、行政担当者・看護師

（保健師）・介護職員等にも資する標準化

されたデータの利用に関する教育・人材育

成を視野に入れる。H28 年度は、協力保険

者の県庁職員、医師会、各市町村国保の保

健師に対する教育等を計画している。 

今後も引き続き、最先端のビッグデータ

基盤と最先端の医療政策・経済等研究を連

携させ、研究者、厚生労働省、地域医師会、

地方自治体、保険者らステークスホルダー

がデータや BI ツールを使い論文化・実態

把握・政策提言を行い技術的にも社会的に

もメリットが得られるようにする。また、

現在の関係者以外にも一定の認識が共有

され、諸課題の解決に向けた社会的な合意

を形成するための基盤づくりについても

検討を続ける。 

 

E. 結論 

今回、研究の採択額及び研究期間を考慮

し、研究内容を重点化した。当初の予定と

は異なり、データ収集等について時間を要

したが、今後も引き続き、最先端のビッグ

データ基盤と最先端の医療政策・経済等研

究を連携させ、研究者、厚生労働省、地域

医師会、地方自治体、保険者らステークス

ホルダーがデータや BI ツールを使い論文

化・実態把握・政策提言を行い技術的にも

社会的にもメリットが得られるようにす

る。 

 

F.健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

1) 「基本データセットの提供について」、

第 29 回レセプト情報等の提供に関する有

識者会議（平成 28 年 3 月 16 日）、

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingik

ai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/000011

7367.pdf 

2) 満武巨裕：レセプトビッグデータ解析

の現状と将来．実験医学 第 34巻第 5号：

799-804,2016 年 

3)「諸外国の医療ビッグデータ」、第２回

データヘルス時代の質の高い医療の実現

に向けた有識者検討会（平成 28 年 5 月 23

日）、 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingik

ai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/000012
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5318.pdf 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

該当なし

 


